
 

高松市サービス付き高齢者向け住宅設置運営指導指針の一部を改正する指針 

 

高松市サービス付き高齢者向け住宅設置運営指導指針（平成２６年４月１日施行）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

  

５  職員の配置、研修及び衛生管理等 

(１) 略 

(２) 職員の研修 

ア 職員に対しては、採用時及び採用後において定期的に研修を

実施すること。特に 、生活相談員及び直接処遇職員については、

高齢者の心身の特性、実施するサービスの在り方及び内容、介護

に関する知識及び技術、作業手順等について研修を行うこと。 

イ 介護に直接携わる職員（看護師、准看護師、介護福祉士、介

護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める

者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、

認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じるこ

と。 

(３) 職員の衛生管理等 

ア 職員の心身の健康に留意し、職員の疾病の早期発見及び健康

状態の把握のために、採用時及び採用後において定期的に健康診

断を行うとともに、就業中の衛生管理について十分な点検を行う

こと。 

イ 適正なサービスの提供を確保する観点から、職場において行

５  職員の配置、研修及び衛生管理 

(１) 略 

(２) 職員の研修 

職員に対しては、採用時及び採用後において定期的に研修を実施

すること。特に 、生活相談員及び直接処遇職員については、高齢

者の心身の特性、実施するサービスの在り方及び内容、介護に関す

る知識及び技術、作業手順等について研修を行うこと。 

［新設］ 

 

 

 

 

(３) 職員の衛生管理 

職員の心身の健康に留意し、職員の疾病の早期発見及び健康状態

の把握のために、採用時及び採用後において定期的に健康診断を行

うとともに、就業中の衛生管理について十分な点検を行うこと。 

 

［新設］ 



 

われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業

務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害

されることを防止するため、職場におけるハラスメントの内容及

び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確

化し、職員に周知・啓発するとともに、相談に対応する担当者を

あらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあ

らかじめ定め、職員に周知する等、必要な措置を講じること。 

また、入居者やその家族等からの著しい迷惑行為（カスタマー

ハラスメント）の防止のために、相談に応じ、適切に対応するた

めに必要な体制を整備するなど、必要な対策を講じることが望ま

しい。 

 

６  登録住宅の管理・運営 

(１)～(４) 略  

(５) 業務継続計画の策定等 

   ア 感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する処遇を

継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業

務継続計画に従い必要な措置を講じること。計画の策定にあたっ

ては、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発

生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における

自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。 

   イ 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要

な研修及び訓練を定期的に実施すること。なお、訓練について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６  登録住宅の管理・運営 

(１)～(４) 略  

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で

実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切であ

る。 

   ウ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継

続計画の変更を行うものとする。 

(６) 非常災害対策 

   ア 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関

への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知す

るとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。

なお、「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第

３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水

害、地震等の災害に対処するための計画をいう。 

   イ アに規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得ら

れるよう連携に努めること。 

(７) 衛生管理等 

感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を

講じること。 

   ア 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下、「テレビ電話

装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）

をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果につい

て、職員に周知徹底を図ること。なお、委員会については、感染

対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが

望ましい。 

 

 

 

 

 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   イ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備するこ

と。 

   ウ 職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及

び訓練を定期的に実施すること。なお、訓練については、机上を

含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するも

のを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

   エ 入居者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する

水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じ

なければならない。 

(８)  緊急時の対応 

（５）から（７）に掲げるもののほか、事故・災害及び急病・

負傷に迅速かつ適切に対応できるよう具体的な計画を立て、その

概要を掲示するとともに、避難等必要な訓練を定期的に行うこ

と。なお、当該計画の策定や訓練の実施にあたっては、（５）か

ら（７）に定める計画や訓練と併せて実施することとして差し支

えない。 

(９)  医療機関等との連携 

   ア・イ 略 

   ウ 協力医療機関及び協力歯科医療機関との協力内容、協力医療

機関及び協力歯科医療機関の診療科目、協力科目等について入居者に周

知しておくこと。 

   エ～カ 略 

(10) 略 

(11) 運営懇談会の設置等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５)  緊急時の対応 

   事故・災害及び急病・負傷に迅速かつ適切に対応できるよう具体

的な計画を立て、その概要を掲示するとともに、避難等必要な訓練

を定期的に行うこと。 

 

 

 

(６)  医療機関等との連携 

   ア・イ 略 

   ウ 協力医療機関及び協力歯科医療機関との協力内容、協力医療

機関及び協力歯科医療機関の診療科目等について入居者に周知しておく

こと。 

   エ～カ 略 

  (７) 略 

(８) 運営懇談会の設置等 



 

登録住宅の運営について、入居者の積極的な参加を促し、か

つ、外部の者等との連携により透明性を確保する観点から、運営

懇談会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）を設置し、その運営に当たっては、次の事項について配慮

すること。ただし、入居定員が少ないなどの理由により、運営懇

談会の設置が困難なときは、地域との定期的な交流が確保されて

いることや、入居者の家族との個別の連絡体制が確保されている

ことなどの代替となる措置があり、かつ、当該措置が運営懇談会

の代替になるものとして入居者への説明を行っている場合にあっ

ては、この限りでない。 

   ア～ウ 略 

エ 運営懇談会では、次に掲げる事項を定期的に報告し、説明す

ること。また、入居者の要望、意見を運営に反映させるよう努め

ること。 

(ア)～(ウ) 略 

［削る］ 

 

 

 

 

 

 

８  サービス 

(１) 略 

登録住宅の運営について、入居者の積極的な参加を促し、か

つ、外部の者等との連携により透明性を確保する観点から、運営

懇談会を設置し、その運営に当たっては、次の事項について配慮

すること。ただし、入居定員が少ないなどの理由により、運営懇

談会の設置が困難なときは、地域との定期的な交流が確保されて

いることや、入居者の家族との個別の連絡体制が確保されている

ことなどの代替となる措置があり、かつ、当該措置が運営懇談会

の代替になるものとして入居者への説明を行っている場合にあっ

ては、この限りでない。 

 

   ア～ウ 略 

エ 運営懇談会では、次に掲げる事項を定期的に報告し、説明す

るとともに、入居者の要望、意見を運営に反映させるよう努める

こと。 

(ア)～(ウ) 略 

(９)  登録住宅の衛生管理 

ア 入居者の使用する登録住宅、食器その他の設備又は飲用に供

する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を

講じなければならない。 

イ 感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じ

るよう努めなければならない。  

 

８  サービス 

(１)  登録事業者は、入居者に対して、契約内容に基づき、規則第



 

 

 

 

   ア～エ 略 

   オ 安否確認 

入居者が居住部分への訪問による安否確認や状況把握を希望し

ない場合であっても、電話、居住部分内での入居者の動体を把握

できる装置による確認、食事サービスの提供時における確認等そ

の他の適切な方法により、毎日１回以上、安否確認等を実施する

こと。 

安否確認の実施にあたっては、安全・安心の確保の観点のみな

らず、プライバシーの確保について十分に考慮する必要があるこ

とから、その方法等については、運営懇談会その他の機会を通じ

て入居者の意向の確認、意見交換等を行い、できる限りそれを尊

重したものとすること。 

カ～コ 略 

 (２)・(３) 略 

(４) 略 

 

 

ア 略 

イ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催す

るとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。 

５条各号に定める状況把握サービス、生活相談サービス等の高

齢者居宅生活支援サービス等を、その心身の状況に応じて適切

に提供すること。 

   ア～エ 略 

オ 安否確認 

入居者の安否確認については、安全・安心の確保の観点のみな

らず、プライバシーの確保について十分に考慮する必要があるこ

とから、その方法等については、 

運営懇談会その他の機会を通じて入居者の意向の確認、意見交換

等を行い、できる限りそれを尊重したものとすること。 

 

 

 

 

 

カ～コ 略 

(２)・(３) 略 

(４) 登録事業者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護に対する支援

等に関する法律(平成１７年法律第１２４号)に基づき、次の事項

を実施すること。 

ア 略 

［新設］ 

 

 



 

   ウ 虐待の防止のための指針を整備すること。 

   エ 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施するこ

と。 

   オ イからエまでに掲げる措置を適切に実施するための担当者を

置くこと。 

カ その他同法第２０条の規定に基づき、苦情の処理の体制の整

備その他の高齢者虐待の防止等のための措置を講じること。 

 

(５)・(６) 略 

(７) 略 

 

  ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を三

月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図ること。 

   イ・ウ 略 

 

９  利用料等 

(１) 略 

(２) 略  

 

 

ア～ク 略 

［削る］ 

［新設］ 

［新設］ 

 

［新設］ 

 

イ 同法第２０条の規定に基づき、研修の実施、苦情の処理の体

制の整備その他の高齢者虐待の防止等のための措置を講じるこ

と。 

(５)・(６) 略 

(７) 身体的拘束等の適正化を図るために、次に掲げる措置を講じな

ければならないこと。 

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月

に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

 

イ・ウ 略 

 

９  利用料等 

(１) 略 

(２) 前払い方式(終身にわたって受領すべき家賃又はサービスの費

用の全部又は一部を一括して受領する方式)によって入居者が支

払を行う場合にあっては、次の各号に掲げる基準によること。  

ア～ク 略 

ケ 着工時において、相当数の者の入居が見込まれない場合につ



 

 

 

 

ケ 略 

 

1 0  契約内容等 

(１) 略 

 (２) 略 

ア～ク 略 

ケ 入居者の債務について、個人の根保証契約を行う場合は、極

度額の設定を含み民法の規定に従うこと。 

 (３)～(６) 略 

(７) 略 

   ア・イ 略 

   ウ 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）及び職員に対する研修を定期

的に行うこと。 

エ ア〜ウに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこ

と。 

(８) 略 

 

 

   ア・イ 略 

ウ 設置者の責めに帰すべき事由により、入居者に賠償すべき事

いては、十分な入居者を確保し安定的な経営が見込まれるまでの

間については、前払金の返還金債務について銀行保証等が付され

ていること。 

コ 略 

 

1 0  契約内容等 

(１) 略 

 (２) 契約内容 

ア～ク 略 

［新設］ 

 

 (３)～(６) 略 

(７) 略 

   ア・イ 略 

ウ 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期

的に行うこと。 

 

［新設］ 

 

(８) 事故発生時の対応 

登録住宅において事故が発生した場合にあっては、次の措置を

講じること。 

   ア・イ 略 

ウ 入居者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生



 

故が発生した場合は、入居者に対しての損害賠償を速やかに行う

ものとすること。 

 

1 2  情報開示 

(１)～(２) 略 

(３) 登録住宅の経営状況に関する情報 

   次の事項に留意すること。 

 

ア 貸借対照表及び損益計算書又はそれらの要旨についても、入

居者及び入居希望者の求めに応じ閲覧に供すること。 

 

イ 略 

 

1 3 電磁的記録等 

 (１) 作成、保存その他これらに類するもののうち、この指導指針の

規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副

本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することがで

きる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。）で

行うことが規定されている又は想定されるもの（（２）に規定す

るものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことが

できる。 

した場合は、入居者に対しての損害賠償を速やかに行うものとす

ること。 

 

1 2  情報開示 

(１)～(２) 略 

(３) 前払金を受領する登録住宅に関する情報 

前払金を受領する登録住宅にあっては、次の事項に留意するこ

と。 

ア 前払金が将来の家賃、サービス費用に充てられるものである

ことから、貸借対照表及び損益計算書又はそれらの要旨について

も、入居者及び入居希望者の求めに応じ閲覧に供すること。 

   イ 略 

 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (２) 交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの（以下、

「交付等」という。）のうち、この指導指針の規定において書面

で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当

該交付等の相手方（入居者等）の承諾を得て、書面に代えて、電

磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認

識することができない方法をいう。）によることができる。 

 

１．事業主体概要 

 

種類 個人／法人 

※法人の場合、その種類  

名称 （ふりがな） 

主たる事務所の所在地 〒 

連絡先 電話番号  

FAX番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス http:// 

代表者 氏名   

職名   

設立年月日 年    月    日  

主な実施事業 ※別添１（別に実施する介護サービス一覧表） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

１．事業主体概要 

 

種類 個人／法人 

※法人の場合、その種類  

名称 （ふりがな） 

主たる事務所の所在地 〒 

連絡先 電話番号  

FAX番号  

ホームページアドレス http:// 

代表者 氏名   

職名   

設立年月日 昭和・平成  年 月 日 

主な実施事業 ※別添１（別に実施する介護サービス一覧表） 

 

 



 

２．有料老人ホーム事業の概要 

（住まいの概要） 

名称 （ふりがな） 

所在地 〒 

主な利用交通手段 最寄駅 駅 

交通手段と所要時間 例：①バス利用の場合 

・○○バスで乗車○分、△△停留所で下車、 

徒歩○分（〇〇〇ｍ） 

②自動車利用の場合 

・乗車○分 連絡先 電話番号  

FAX番号  

メールアドレス  

ホームページアドレス http:// 

管理者 氏名  

職名  

建物の竣工日   年    月    日  

有料老人ホーム事業の開始日   年    月    日  

  

 

 

 

 

 

 

 

２．有料老人ホーム事業の概要 

（住まいの概要） 

名称 （ふりがな） 

所在地 〒 

主な利用交通手段 最寄駅 駅 

交通手段と所要時間 例：①バス利用の場合 

・○○バスで乗車○分、△△停留所で下車、 

徒歩○分 

②自動車利用の場合 

・乗車○分 連絡先 電話番号  

FAX番号  

ホームページアドレス http:// 

管理者 氏名  

職名  

建物の竣工日 昭和・平成  年 月 日 

有料老人ホーム事業の開始日 昭和・平成  年 月 日 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

３．建物概要 

土地 敷地面積 ㎡ 

所有関係 １ 事業者が自ら所有する土地 

２ 事業者が賃借する土地（普通賃貸・定期賃貸） 

 抵当権の有無 １ あり ２ なし 

契約期間 １ あり 

（ 年 月 日～ 年 月 日） 

２ なし 
契約の自動更新 １ あり ２ なし 

建物 延床面積 全体 ㎡ 

うち、老人ホーム部分 ㎡ 

耐火構造 １ 耐火建築物 

２ 準耐火建築物 

３ その他（ ） 

構造 １ 鉄筋コンクリート造 

２ 鉄骨造 

３ 木造 

４ その他（ ） 

所有関係 １ 事業者が自ら所有する建物 

２ 事業者が賃借する建物（普通賃貸・定期賃貸） 

 抵当権の設定 １ あり ２ なし 

契約期間 １ あり 

（ 年 月 日～ 年 月 日） 

２ なし 
契約の自動更新 １ あり ２ なし 

居室の状況  

居室区分 

【表示事項】 

１ 全室個室（縁故者居室を含む） 

２ 相部屋あり 

 最少 人部屋 

最大 人部屋 

 トイレ 浴室 面積 戸数・室数 区分※
 

タイプ１ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ２ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ３ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ４ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ５ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ６ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ７ 有／無 有／無 ㎡    

３．建物概要 

土地 敷地面積 ㎡ 

所有関係 １ 事業者が自ら所有する土地 

２ 事業者が賃借する土地 

 抵当権の有無 １ あり ２ なし 

契約期間 １ あり 

（ 年 月 日～ 年 月 日） 

２ なし 
契約の自動更新 １ あり ２ なし 

建物 延床面積 全体 ㎡ 

  うち、老人ホーム部分 ㎡ 

耐火構造 １ 耐火建築物 

２ 準耐火建築物 

３ その他（ ） 

構造 １ 鉄筋コンクリート造 

２ 鉄骨造 

３ 木造 

４ その他（ ） 
所有関係 １ 事業者が自ら所有する建物 

２ 事業者が賃借する建物 

 抵当権の設定 １ あり ２ なし 

契約期間 １ あり 

（ 年 月 日～ 年 月 日） 

２ なし 
契約の自動更新 １ あり ２ なし 

居室の状況  

居室区分 

【表示事項】 

１ 全室個室 

２ 相部屋あり 

 最少 人部屋 

最大 人部屋 

 トイレ 浴室 面積 戸数・室数 区分※
 

タイプ１ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ２ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ３ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ４ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ５ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ６ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ７ 有／無 有／無 ㎡    



 

 タイプ８ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ９ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ 10 有／無 有／無 ㎡   

※「一般居室個室」「一般居室相部屋」「介護居室個室」「介護居室相部屋」「一時介 護室」の別を記入。 

共用施設 共用便所におけ

る 便房 

 

か所 

うち男女別の対応が可能な便房 か所 

うち車椅子等の対応が可能な便房 か所 

共用浴室 
 

か所 

個室 か所 

大浴場 か所 

 
共用浴室における

介護浴槽 

 

か所 

チェアー浴 か所 

リフト浴 か所 

ストレッチャー浴 か所 

その他（ ） か所 

食堂 １ あり ２ なし 

入居者や家族が

利 用できる調理

設備 

１ あり ２ なし 

エレベーター １ あり（車椅子対応） 

２ あり（ストレッチャー対応） 

３ あり（上記１・２に該当しない） 

４ なし 
消防用設備 等 消火器 １ あり ２ なし 

自動火災報知設備 １ あり ２ なし 

火災通報設備 １ あり ２ なし 

スプリンクラー １ あり ２ なし 

防火管理者 １ あり ２ なし 

防災計画 １ あり ２ なし 

緊急通報装置

等 

居室 

１ あり 

２ 一部あり 

３ なし 

便所 

１ あり 

２ 一部あり 

３ なし 

浴室 

１ あり 

２ 一部あり 

３ なし 

その他（     ） 

１ あり 

２ 一部あり 

３ なし 

その他  

 

 

  

 

 

 

 

 タイプ８ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ９ 有／無 有／無 ㎡   

タイプ 10 有／無 有／無 ㎡   

※「一般居室個室」「一般居室相部屋」「介護居室個室」「介護居室相部屋」「一時介 護室」の別を記入。 

共用施設 共用便所におけ

る 便房 

 

か所 

うち男女別の対応が可能な便房 か所 

うち車椅子等の対応が可能な便房 か所 

 

共用浴室 

 

か所 

個室 か所 

大浴場 か所 

共用浴室における か所 チェアー浴 か所 

 介護浴槽  リフト浴 か所 

ストレッチャー浴 か所 

その他（ ） か所 

食堂 １ あり ２ なし 

入居者や家族が

利 用できる調理設

備 

１ あり ２ なし 

エレベーター １ あり（車椅子対応） 

２ あり（ストレッチャー対応） 

３ あり（上記１・２に該当しない） 

４ なし 
消防用設備 

等 

消火器 １ あり ２ なし 

自動火災報知設備 １ あり ２ なし 

火災通報設備 １ あり ２ なし 

スプリンクラー １ あり ２ なし 

防火管理者 １ あり ２ なし 

防災計画 １ あり ２ なし 

その他  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

（介護サービスの内容） ※特定施設入居者生活介護等の提供を行っていない場合は省略可能 

特定施設入居者生活介護の加算 

の対象となるサービスの体制の 

有無 

入居継続支援加算 １ あり ２ なし 

生活機能向上連携加算 １ あり ２ なし 

個別機能訓練加算 １ あり ２ なし 

夜間看護体制加算 １ あり ２ なし 

若年性認知症入居者受入加算 １ あり ２ なし 

医療機関連携加算 １ あり ２ なし 

口腔衛生管理体制加算 １ あり ２ なし 

栄養スクリーニング加算 １ あり ２ なし 

退院・退所時連携加算 １ あり ２ なし 

看取り介護加算 １ あり ２ なし 

認知症専門 

ケア加算 

(Ⅰ) １ あり ２ なし 

(Ⅱ) １ あり ２ なし 

 

サービス提 

供体制強化 

加算 

(Ⅰ)イ １ あり ２ なし 

(Ⅰ)ロ １ あり ２ なし 

(Ⅱ) １ あり ２ なし 

(Ⅲ) １ あり ２ なし 

介護職員処

遇改善加算 

(Ⅰ) １ あり ２ なし 

(Ⅱ) １ あり ２ なし 

(Ⅲ) １ あり ２ なし 

(Ⅳ) １ あり ２ なし 

(Ⅴ) １ あり ２ なし 

介護職員等

特定処遇改

善加算 

(Ⅰ) １ あり ２ なし 

(Ⅱ) １ あり ２ なし 

人員配置が手厚い介護サービス 

の実施の有無 

 

１ あり 
（介護・看護職員の配置率） 

：１ 

２ なし 

  

 

 

 

 

（介護サービスの内容） ※特定施設入居者生活介護等の提供を行っていない場合は省略可能 

特定施設入居者生活介護の加

算 の対象となるサービスの体

制の 有無 

入居継続支援加算 １ あり ２ なし 

生活機能向上連携加算 １ あり ２ なし 

個別機能訓練加算 １ あり ２ なし 

夜間看護体制加算 １ あり ２ なし 

若年性認知症入居者受入加算 １ あり ２ なし 

医療機関連携加算 １ あり ２ なし 

口腔衛生管理体制加算 １ あり ２ なし 

栄養スクリーニング加算 １ あり ２ なし 

退院・退所時連携加算 １ あり ２ なし 

看取り介護加算 １ あり ２ なし 

認 知 症 専

門 ケア加算 

(Ⅰ) １ あり ２ なし 

(Ⅱ) １ あり ２ なし 

 

サ ー ビ ス

提  供 体 制

強化 加算 

(Ⅰ)イ １ あり ２ なし 

(Ⅰ)ロ １ あり ２ なし 

(Ⅱ) １ あり ２ なし 

(Ⅲ) １ あり ２ なし 

人員配置が手厚い介護サービ

ス の実施の有無 

 

１ あり 

（介護・看護職員の配置率） 

：１ 

２ なし 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（医療連携の内容） 

医療支援 

※複数選択可 

１ 救急車の手配 

２ 入退院の付き添い 

３ 通院介助 

４ その他（ ） 協力医療機関 １ 名称  

住所  

診療科目  

協力科目  

協力内容  

２ 名称  

住所  

診療科目  

協力科目  

協力内容  

協力歯科医療機関 名称  

住所  

協力内容  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（医療連携の内容） 

医療支援 

※複数選択可 

１ 救急車の手配 

２ 入退院の付き添い 

３ 通院介助 

４ その他（ ） 協力医療機関 １ 名称  

住所  

診療科目  

協力内容  

２ 名称  

住所  

診療科目  

協力内容  

協力歯科医療機関 名称  

住所  

協力内容  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別添１ 事業主体が当該都道府県、指定都市、中核市内で実施する他の介護サービス 
 

介護サービスの種類 併設・隣接

の状況 
事業所の名称 所在地 

＜居宅サービス＞ 

 訪問介護 あり なし 併設・隣接   
 訪問入浴介護 あり なし 併設・隣接   
 訪問看護 あり なし 併設・隣接   
 訪問リハビリテーション あり なし 併設・隣接   
 居宅療養管理指導 あり なし 併設・隣接   
 通所介護 あり なし 併設・隣接   
 通所リハビリテーション あり なし 併設・隣接   
 短期入所生活介護 あり なし 併設・隣接   
 短期入所療養介護 あり なし 併設・隣接   
 特定施設入居者生活介護 あり なし 併設・隣接   
 福祉用具貸与 あり なし 併設・隣接   
 特定福祉用具販売 あり なし 併設・隣接   

＜地域密着型サービス＞ 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 あり なし 併設・隣接   
 夜間対応型訪問介護 あり なし 併設・隣接   
 地域密着型通所介護 あり なし 併設・隣接   
 認知症対応型通所介護 あり なし 併設・隣接   
 小規模多機能型居宅介護 あり なし 併設・隣接   
 認知症対応型共同生活介護 あり なし 併設・隣接   
 地域密着型特定施設入居者生活介護 あり なし 併設・隣接   
 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 あり なし 併設・隣接   
 看護小規模多機能型居宅介護 あり なし 併設・隣接   
居宅介護支援 あり なし 併設・隣接   

＜居宅介護予防サービス＞ 

 介護予防訪問入浴介護 あり なし 併設・隣接   
 介護予防訪問看護 あり なし 併設・隣接   
 介護予防訪問リハビリテーション あり なし 併設・隣接   
 介護予防居宅療養管理指導 あり なし 併設・隣接   
 介護予防通所リハビリテーション あり なし 併設・隣接   
 介護予防短期入所生活介護 あり なし 併設・隣接   
 介護予防短期入所療養介護 あり なし 併設・隣接   
 介護予防特定施設入居者生活介護 あり なし 併設・隣接   
 介護予防福祉用具貸与 あり なし 併設・隣接   
 特定介護予防福祉用具販売 あり なし 併設・隣接   

＜地域密着型介護予防サービス＞ 

 介護予防認知症対応型通所介護 あり なし 併設・隣接   
 介護予防小規模多機能型居宅介護 あり なし 併設・隣接   
 介護予防認知症対応型共同生活介護 あり なし 併設・隣接   
介護予防支援 あり なし 併設・隣接   

＜介護保険施設＞ 

 介護老人福祉施設 あり なし 併設・隣接   
 介護老人保健施設 あり なし 併設・隣接   
 介護療養型医療施設 あり なし 併設・隣接   
 介護医療院 あり なし 併設・隣接   
＜介護予防・日常生活支援総合事業＞ 

 訪問型サービス あり なし 併設・隣接   
 通所型サービス あり なし 併設・隣接   
 その他の生活支援サービス あり なし 併設・隣接   

 

別添１ 事業主体が当該都道府県、指定都市、中核市内で実施する他の介護サービス 
 

介護サービスの種類 事業所の名称 所在地 

＜居宅サービス＞ 

 訪問介護 あり なし   
 訪問入浴介護 あり なし   
 訪問看護 あり なし   
 訪問リハビリテーション あり なし   
 居宅療養管理指導 あり なし   
 通所介護 あり なし   
 通所リハビリテーション あり なし   
 短期入所生活介護 あり なし   
 短期入所療養介護 あり なし   
 特定施設入居者生活介護 あり なし   
 福祉用具貸与 あり なし   
 特定福祉用具販売 あり なし   

＜地域密着型サービス＞ 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 あり なし   
 夜間対応型訪問介護 あり なし   
 認知症対応型通所介護 あり なし   
 小規模多機能型居宅介護 あり なし   
 認知症対応型共同生活介護 あり なし   
 地域密着型特定施設入居者生活介護 あり なし   
 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 あり なし   
 看護小規模多機能型居宅介護 あり なし   

居宅介護支援 あり なし 
  

＜居宅介護予防サービス＞ 

 介護予防訪問入浴介護 あり なし   
 介護予防訪問看護 あり なし   
 介護予防訪問リハビリテーション あり なし   
 介護予防居宅療養管理指導 あり なし   
 介護予防通所リハビリテーション あり なし   
 介護予防短期入所生活介護 あり なし   
 介護予防短期入所療養介護 あり なし   
 介護予防特定施設入居者生活介護 あり なし   
 介護予防福祉用具貸与 あり なし   
 特定介護予防福祉用具販売 あり なし   

＜地域密着型介護予防サービス＞ 

 介護予防認知症対応型通所介護 あり なし   
 介護予防小規模多機能型居宅介護 あり なし   
 介護予防認知症対応型共同生活介護 あり なし   

介護予防支援 あり なし   

＜介護保険施設＞ 

 介護老人福祉施設 あり なし   
 介護老人保健施設 あり なし   
 介護療養型医療施設 あり なし   
 介護医療院 あり なし   

  



 

別添２ 有 料 老 人 ホ ー ム ・ サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 が 提 供 す る サ ー ビ ス の 一 覧 表 

特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 （ 地 域 密 着 型 ・ 介 護 予 防 を 含 む ） の 指 定 の 有 無 なし  あり  

 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 
護 費 で 、実 施 す る サ ー ビ ス 

（ 利 用 者 一 部 負 担 ※ 1 ） 

個 別 の 利 用 料 で 、 実 施 す る サ ー ビ ス 
備 考 （ 利 用 者 が 全 額 負 担 ） 

包含 ※ 2 
 
都度 ※ 2 料金 ※ 3 

介護サービス        
 食事介助  なし  あり  なし  あり      

排 泄 介 助 ・ お む つ 交 換 なし  あり  なし  あり      
おむつ代    なし  あり      
入 浴 （ 一 般 浴 ） 介 助 ・ 清 拭 なし  あり  なし  あり      
特浴介助  なし  あり  なし  あり      
身 辺 介 助 （ 移 動 ・ 着 替 え 等 ） なし  あり  なし  あり      
機能訓練  なし  あり  なし  あり      
通院介助  なし  あり  なし  あり     ※ 付 添 い が で き る 範 囲 を 明 確 化 す る こ と 

生活サービス        
 居室清掃  なし あり なし あり     

リネン交換  なし あり なし あり     
日常の洗濯  なし あり なし あり     
居室配膳・下膳  なし あり なし あり     
入 居 者 の 嗜 好 に 応 じ た 特 別 な 食 事   なし あり     
おやつ    なし あり     
理 美 容 師 に よ る 理 美 容 サ ー ビ ス   なし あり     
買い物代行  なし あり なし あり    ※ 利 用 で き る 範 囲 を 明 確 化 す る こ と 
役所手続き代行  なし あり なし あり     
金銭・貯金管理    なし あり     

健 康 管 理 サ ー ビ ス       
 定期健康診断    なし  あり     ※ 回数（年 ○ 回 など ） を 明 記 す る こ と 

健康相談  なし  あり  なし  あり      
生 活 指 導 ・ 栄 養 指 導 なし  あり  なし  あり      
服薬支援  なし  あり  なし  あり      
生 活 リ ズ ム の 記 録（ 排 便・睡 眠 等 ） なし  あり  なし  あり      

入 退 院 時 ・ 入 院 中 の サ ー ビ ス       
 入退院時の同行  なし あり なし あり    ※ 付 添 い が で き る 範 囲 を 明 確 化 す る こ と 

入 院 中 の 洗 濯 物 交 換 ・ 買 い 物 なし あり なし あり     
入 院 中 の 見 舞 い 訪 問 なし あり なし あり     

※ １：利用者の所得等に応じて負担割合が変わる（１割又は２割の利用者負担  ）。 
※ ２ ：「 あ り 」 を 記 入 し た と き は 、 各 種 サ ー ビ ス の 費 用 が 、 月 額 の サ ー ビ ス 費 用 に 包 含 さ れ る 場 合 と 、 サ ー ビ ス 利 用 の 都 度 払 い に よ る 場 合 に 応 じ て 、 い ず れ か の 欄 に ○ を記入する。   
※ ３ ： 都 度 払 い の 場 合 、 １ 回 あ た り の 金 額 な ど 、 単 位 を 明 確 に し て 記 入 す る  

 

 

 

 

別添２  有 料 老 人 ホ ー ム ・ サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 が 提 供 す る サ ー ビ ス の 一 覧 表 
特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 （ 地 域 密 着 型 ・ 介 護 予 防 を 含 む ） の 指 定 の 有 無 なし  あり  

 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 

護 費 で 、実 施 す る サ ー ビ 

ス （ 利 用 者 一 部 負 担 ※ 1 ） 

個 別 の 利 用 料 で 、 実 施 す る サ ー ビ ス 
備 考 （ 利 用 者 が 全 額 負 担 ） 

包含  ※ 2 
 
都度  ※ 2 料金  ※ 3 

介護サービス         
 食事介助   なし  あり  なし  あり      

排 泄 介 助 ・ お む つ 交 換 なし  あり  なし  あり      
おむつ代     なし  あり      
入 浴 （ 一 般 浴 ） 介 助 ・ 清 拭 なし  あり  なし  あり      
特浴介助   なし  あり  なし  あり      
身 辺 介 助 （ 移 動 ・ 着 替 え 等 ） なし  あり  なし  あり      
機能訓練   なし  あり  なし  あり      
通院介助   なし  あり  なし  あり     ※ 付 添 い が で き る 範 囲 を 明 確 化 す る こ と 

生活サービス         
 居室清掃   なし あり なし あり     

リネン交換   なし あり なし あり     
日常の洗濯   なし あり なし あり     
居室配膳・下膳   なし あり なし あり     
入 居 者 の 嗜 好 に 応 じ た 特 別 な 食 事   なし あり     
おやつ     なし あり     
理 美 容 師 に よ る 理 美 容 サ ー ビ ス   なし あり     
買い物代行   なし あり なし あり    ※ 利 用 で き る 範 囲 を 明 確 化 す る こ と 

役所手続き代行   なし あり なし あり     
金銭・貯金管理     なし あり     

健 康 管 理 サ ー ビ ス       
 定期健康診断     なし  あり     ※ 回数（年  ○ 回 など ） を 明 記 す る こ と 

健康相談   なし  あり  なし  あり      
生 活 指 導 ・ 栄 養 指 導 なし  あり  なし  あり      
服薬支援   なし  あり  なし  あり      
生 活 リ ズ ム の 記 録（ 排 便・睡 眠 等 ） なし  あり  なし  あり      

入 退 院 時 ・ 入 院 中 の サ ー ビ ス       
 移送サービス   なし あり なし あり     

入退院時の同行   なし あり なし あり    ※ 付 添 い が で き る 範 囲 を 明 確 化 す る こ と 

入 院 中 の 洗 濯 物 交 換 ・ 買 い 物 なし あり なし あり     
入 院 中 の 見 舞 い 訪 問 なし あり なし あり     

※ １ ： 利 用 者 の 所 得 等 に 応 じ て 負 担 割 合 が 変 わ る （ １ 割 又 は ２ 割 の 利 用 者 負 担  ）。 

※ ２ ：「 あ り 」 を 記 入 し た と き は 、 各 種 サ ー ビ ス の 費 用 が 、 月 額 の サ ー ビ ス 費 用 に 包 含 さ れ る 場 合 と 、 サ ー ビ ス 利 用 の 都 度 払 い に よ る 場 合 に 応 じ て 、 い ず れ か の 欄 に ○ を 記 入 す る 。   

※   ３ ： 都 度 払 い の 場 合 、 １ 回 あ た り の 金 額 な ど 、 単 位 を 明 確 に し て 記 入 す る  

 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この指針は、令和３年７月１日から施行する。 

２ この指針の施行に際して、既に事前協議中の事業については、なお従前の例による。 


